
京都市観光駐車場条例の一部を改正する条例（平成２５年１１月１１日京都市条例第     

   号）（建設局土木管理部自転車政策課） 

１ 観光駐車場においては，利用者の利便性の向上を目的とし，自転車共通一日駐

車券を発行する運用を行ってきたところ，市民にとってより分かりやすい運用を

実現するため，当該運用について，条例に定めることとしました。  

  なお，自転車による観光の推進を図るため，現行の自転車の普通駐車料金及び

特別駐車料金の区分を自転車共通一日駐車券に統合することで，従前と同額の駐

車料金で，より多くの駐車場を利用できるようにすることとしました。 

２ その他規定を整備することとしました。 

 

この条例は，平成２５年１１月１１日から施行することとしました。  
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京都市観光駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 

平成２５年１１月１１日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第  号  

京都市観光駐車場条例の一部を改正する条例  

京都市観光駐車場条例の一部を次のように改正する。  

第１条第１項中「観光駐車場（」の右に「第８条を除き，」を加える。 

第３条本文中「第６条」の右に「又は第８条第１項」を加える。 

第６条中「車両」の右に「（自転車を除く。）」を，「おいて」の右に「，利用の態 

様，近傍類似の施設の利用料との均衡等を考慮して」を加える。 

第１２条を第１３条とし，第８条から第１１条までを１条ずつ繰り下げ，第７条の 

次に次の１条を加える。 

（自転車共通一日駐車券） 

第８条 有料供用時間内に観光駐車場に自転車を駐車させようとする者は，１日

（有料供用時間（第３条ただし書の規定により有料供用時間を変更したときにあ

っては，当該変更後の有料供用時間）をいう。）につき２００円（１月１日から

同月３日までの間において市長が必要があると認める場合その他市長が特に必要

があると認める場合にあっては，３００円）の駐車料金を納入しなければならな

い。 

２ 市長は，前項の駐車料金を納入した者に対し，自転車共通一日駐車券（全ての

観光駐車場，京都市四条烏丸駐車場，京都市御射山自転車等駐車場その他次項の

規定により市長が適当と認めるものが設置する駐車場のうち市長が指定するもの

に，その発行の日に限り，随意に自転車を駐車させることができる駐車券をいう。

以下同じ。）を発行する。 
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３ 本市の区域内において駐車場を設置するもののうち市長が適当と認めるものは，

そのものが市長と協議して定めるところにより，自転車共通一日駐車券を発行す

ることができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず，前項の規定により市長が適当と認めるものから自

転車共通一日駐車券の交付を受けた者が観光駐車場に自転車を駐車させようとす

るときは，駐車料金を徴収しない。 

別表第３ １備考以外の部分中 

 「 

                            を 

                           」 

 「 

                             に改め，同表２備考 

                            」 

 

       「 

以外の部分中                              を 

                                   」 

 「 

                              に改める。 

                             」 

附 則  

この条例は，公布の日から施行する。  

                    （建設局土木管理部自転車政策課） 

 

自 動 二 輪 車  ４００ 

自 転 車 ２００ 

自 動 二 輪 車  ４００ 

自 動 二 輪 車  ６００ 

自 動 二 輪 車  ６００ 

自 転 車 ３００ 


